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１．改定の背景等
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○「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」の計画期間が令和７年度（２０２５年度）
までであるため、令和６年度（２０２４年度）と令和７年度（２０２５年度）の２か年で改
定を行う。

〇新たに都市圏に加わった山鹿市・玉名市を含めた２０市町村による計画とする。

○改定にあたっては、改正された地球温暖化対策の推進に関する法律（以下「地球温暖化対策
推進法）で定められた事項の追加のほか、２０３０年度の温室効果ガス排出削減目標の見直
しを行う。

計画改定の背景

計画の位置づけ

計画期間

○地球温暖化対策推進法第２１条に基づく地球温暖化対策実行計画（区域施策編）。

〇気候変動適応法第１２条に基づく地域気候変動適応計画。（今回の改定で追加）

令和８年度（２０２６年度）から令和１７年度（２０３５年度）までの１０年間とし、
必要に応じて中間見直しを行うものとする。

※国の温室効果ガス削減目標等を踏まえて設定。



２．改定に係るポイント

（１）温室効果ガス排出削減目標の見直し

・現在、都市圏実行計画の２０３０年度の温室効果ガス削減目標は、国や県の
目標値より低い状況。更に、国は次期地球温暖化対策計画の検討を開始。

・国や県の削減目標や今後の国の動向を踏まえた見直しが必要。
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計画策定主体 ２０３０年度目標
（基準年度比）

２０５０年度目標 策定月

国 ▲４６％
更に▲５０％に挑戦

実質ゼロ Ｒ３．１０

熊本県 ▲５０％ 実質ゼロ Ｒ３．７

熊本連携中枢都市圏 ▲４０％以上 実質ゼロ Ｒ３．３

対応方針

・２０３０年度の削減目標を▲５０％以上となるよう見直す。

（具体的には、排出削減施策等を検討し、シミュレーションした上で設定）

・国の検討状況（※）に応じて、２０３５年の目標設定についても検討する。

※次期ＮＤＣ（国が決定する貢献（温室効果ガスの排出量削減目標など））は、２０２５年までに２０３５年
目標を提出することが求められており、国は検討を開始。



【参考】 国の削減目標とその進捗（環境省資料）
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出典：中央環境審議会地球環境部会2050年ネットゼロ実現に向けた気候変動対策検討小委員会・産業構造審議会産業技術環境分科会地球

環境小委員会中長期地球温暖化対策検討WG 合同会合（第1回）資料
https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/ondanka_2050/pdf/001_04_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/chikyu_kankyo/ondanka_2050/pdf/001_04_00.pdf


２．改定に係るポイント

（２）再エネ利用促進等の施策に関する目標の設定

・令和３年の地球温暖化対策法改正により、再エネ利用促進等の施策に関する目
標を定めることとされており、その対応が必要。

【次頁参照】
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対応方針

・現実行計画に定める以下の基本方針毎に、その方針の施策を代表する数値目標
を設定する。

①再生可能エネルギーの利用促進 ➡例：再エネ導入量
②省エネルギーの推進 ➡例：エネルギー消費削減量
③脱炭素に向けた都市機能と資源循環社会の構築
④豊かな自然環境の保全
⑤環境意識の向上と環境投資の推進

再生可能エネルギー導入目標 ２０３０年度目標

国 再エネの電源構成比
（発電電力量:億kWh）

36-38%
（3,360-3,530億kWh）

熊本県 県内の再生可能エネルギーによるエネルギー
自給率

全体：35％
電力：50％
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【参考】国や県の再エネ導入目標
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【参考】（地球温暖化対策推進法の改正事項）

出典：第5回 地域社会における持続的な再エネ導入に関する情報連絡会資料
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/community/dl/05_07.pdf

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/community/dl/05_07.pdf


２．改定に係るポイント

（３）再エネ促進区域の設定に関する対応

・令和３年の地球温暖化対策法改正により、地域脱炭素化促進事業の促進のため、
地域脱炭素化促進事業に係る促進区域等を定めるよう努めることとされており、
その検討が必要。

【８～１０ページ、参考資料２参照】
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・促進区域の検討に当たっては、熊本県が策定している「地球温暖化対策の推進

に関する法律に基づく再エネ促進区域の設定に関する熊本県基準」を参考とし、

協議等の方法や実行計画上での記載方法について検討する。
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対応方針
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【参考】地球温暖化対策推進法の改正事項

出典：第5回 地域社会における持続的な再エネ導入に関する情報連絡会資料
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/community/dl/05_07.pdf

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/community/dl/05_07.pdf
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【参考】地球温暖化対策推進法の改正事項

出典：第5回 地域社会における持続的な再エネ導入に関する情報連絡会資料
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/community/dl/05_07.pdf

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/community/dl/05_07.pdf


【参考】地域脱炭素化促進事業制度のイメージ
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出典：環境省ホームページ＞地域共生型再エネと環境省の取組
https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/re_energy.html

https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/re_energy.html


２．改定に係るポイント

（４）温室効果ガス排出量の算定方法の一部見直し

・現実行計画の温室効果ガス排出量の算定方法は、各市町村の特徴がより反
映できるよう、可能な限り「積上法」を使用しているが、データの入手の関
係から算定対象年度と作業年度に４年の開きが発生しており、施策の実施状
況と温室効果ガス排出量の実績にずれが生じて評価し難い課題がある。

【参考】

積上法…一部、事業所排出量などで個別の事業者の実績値を使用する方法

按分法…全国や県の排出量を市町村の活動量で按分する方法
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対応方針

・国や熊本県と同様に、算定対象年度と作業年度の開きを２年としつつ、より

各市町村の特徴が反映できる算定方法とする。
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２．改定に係るポイント

（４）計画の構成の変更
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２．改定に係るポイント
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２．改定に係るポイント



２．改定に係るポイント
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○こども向けワークショップの開催

令和５年（２０２３年）４月に施行されたこども基本法に基づき、次期計画にこどもたちの
意見を反映させるため、こども向け（小学生・中学生・高校生を想定）ワークショップを開催
する。

（こども施策に対するこども等の意見の反映）
第１１条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こど

も施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を
講ずるものとする。



２．改定に係るポイント
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○こどもにもわかりやすいハンドブック等の作成

地球温暖化対策実行計画を、より多くの住民や事業者に知っていただくとともに、大人だけ
でなく、こどもたちも地球温暖化対策に取り組んでいただくため、こどもにもわかりやすい
ハンドブック等を作成する。

＜参考：他都市事例＞札幌市気候変動対策行動計画

出典：札幌市気候変動対策行動計画（子ども向けパンフレット）
https://www.city.sapporo.jp/kankyo/ondanka/kikouhendou_plan2020/documents/pamphlet.pdf

https://www.city.sapporo.jp/kankyo/ondanka/kikouhendou_plan2020/documents/pamphlet.pdf


３．改定スケジュールについて
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月 協議会 アンケート 議会

１０月
○主な改定内容に係る方向性

について意見聴取

１１月

１２月
〇実行計画骨子（叩き）の意見

聴取
○事業者向けアンケート

１月 ○住民向けアンケート

２月 〇実行計画骨子（案）の報告

３月 〇実行計画骨子（案）の報告

◆令和６年度



３．改定スケジュールについて
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月 協議会 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ/ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 議会

５月～

６月

○こども向けワークショップ

の開催

７月

〇実行計画素案（叩き）について

意見聴取

〇住民・事業者アンケート・

ワークショップの結果について

報告

１１月 〇実行計画素案について報告

１２月
〇実行計画素案（パブリック

コメント前時点）の報告

１月 ○パブリックコメントの実施

２月
〇パブリックコメントの結果及び

実行計画計画案の報告

３月
〇パブリックコメントの結果及び

実行計画計画案の報告

◆令和７年度



４．現計画と次期計画の比較
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区分 現計画 次期計画

熊本連携中枢都市圏
市町村数

１８市町村 ２０市町村

計画期間
２０２１～２０２５年度

（５年間）
２０２６～２０３５年度

（１０年間）

温室効果ガスの削減目標

２０２５年度：３３％以上削減
２０３０年度：４０％以上削減
（国：４６％、熊本県：５０％）

２０５０年度：排出量実質ゼロ

２０３０年度：○％以上削減
（国：４６％、熊本県：５０％）

２０３５年度：○％以上削減
２０５０年度：排出量実質ゼロ

施策の実施に関する目標 ー 基本方針ごとに数値目標を設定する

促進区域の設定 ー
再エネ促進区域の設定に関する
熊本県基準を参考に検討する

地域気候変動適応計画と
しての位置づけ

ー
「地域気候変動適応計画」に相当する
計画として設定する

こども向けハンドブック等 ー 作成する

ワークショップの開催 ー 開催する
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